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(57)【要約】
熱い飲料を準備する装置（１０）は、飲料の液体成分を
含むことができるボイラ（１０）と、収液容器（１４）
と、ボイラから収液容器にまで液体成分用の搬送路を画
定する手段（２２、２０、２８）とを備えている。装置
はさらに、液体成分用の搬送路に沿って配置された弁手
段（４０）を備えており、弁手段は、搬送路が閉鎖され
た位置と開放された位置の間で移動できるプラグ（４４
）と、プラグを開放位置にて不動化する手段（７０、７
２、７４、７６、７８）とを備えている。これらの手段
は、プラグの移動方向に沿って与えられた力によって始
動及び停止できる形に配置されている。
【選択図】　　　図２、図２ａ



(2) JP 2008-507317 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前記飲料の液体成分を含むように設計されたボイラ（１０）と、収液容器（１４）と、
前記ボイラから前記収液容器にまで前記液体成分用の搬送路を画定する手段（２２、２０
、２８）とを備える、熱い飲料を準備する装置（１０）であって、
　前記装置は、前記液体成分用の前記搬送路に沿って配置された弁手段（４０）をさらに
備え、前記弁手段は、前記搬送路が閉鎖された位置と開放された位置の間で移動できるプ
ラグ（４４）と、前記プラグを前記開放位置にて不動化する手段（７０、７２、７４、７
６、７８）とを備え、
　前記プラグを不動化する前記手段は、前記プラグの移動方向に沿って与えられた力によ
って始動及び停止できる形に配置されている、装置。
【請求項２】
　前記手段は、閉鎖位置と開放位置の間における前記プラグの移動によって始動すること
が可能である、請求項１に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項３】
　前記プラグは、重力の方向と一致する方向に移動できる、請求項１又は２に記載の熱い
飲料を準備する装置。
【請求項４】
　前記不動化手段は、磁力によって互いに引き付け合う、又は反発し合うことができる少
なくとも１対の部材（７０、７２）を備える、請求項１から３のいずれか１項に記載の熱
い飲料を準備する装置。
【請求項５】
　前記１対の部材の第１部材（７０）は前記プラグ（４４）に関連しているか、又は前記
プラグ自体であり、また、前記１対の部材の第２部材（７２）は前記装置の固定された部
分に関連している、請求項４に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６】
　前記１対の部材の前記第２部材（７２）は、前記プラグ（４４）を収容する弁本体（４
２）に関連している、請求項５に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項７】
　前記１対の前記第２部材（７２）は、前記弁本体（４２）の蓋（５４）に取り付けられ
ている、請求項６に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１対の部材（７０、７２、７０、９６）は、前記弁本体（４２）内部に
配置されている、請求項６又は７に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項９】
　前記１対の部材の一方の部材（７０）は前記プラグ（４４）に関連しており、前記１対
の部材の他方の部材（７２、９６）は前記収液容器（１４）の一部に関連している、請求
項５に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１０】
　前記１対の部材の前記他方の部材（７２、９６）は、前記収液容器（１４）の蓋（３２
）に関連している、請求項９に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１１】
　前記１対の部材のうちの、前記プラグ（４４）に関連している部材（７０）は、前記プ
ラグ（４４）を収容している弁本体（４２）の外側に延びた部分（６６）に関連している
、請求項９又は１０に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１２】
　前記不動化手段は、磁束を介して相互作用できる少なくとも２対の部材（７０、７２）
を備える、請求項４から１１のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１３】
　前記不動化手段は、相互に対して約１２０°の角度で配置された磁束を介して相互作用
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できる少なくとも３対の部材（７０、７２）を備える、請求項４から１２のいずれか１項
に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１４】
　前記不動化手段は、前記装置が使用される位置における垂直方向に沿って磁力を発する
磁束を介して相互作用できる、少なくとも１対の部材（７０、７２、７０、９６）を備え
る、請求項４から１３のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１５】
　前記プラグを不動化する手段は、前記プラグの移動方向に沿って与えられた力によって
始動及び停止できる方法で配置されている、請求項４から１４のいずれか１項に記載の熱
い飲料を準備する装置（１０）。
【請求項１６】
　前記不動化手段は、前記プラグ（４４）と、前記プラグ（４４）が開放した状態にある
前記装置の固定された部分との間に、はめ込み接続部を形成できる手段（７４、７６）を
備える、請求項１から３のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１７】
　前記不動化手段は、前記プラグ（４４）と前記プラグ（４４）を収容している弁本体（
４２）との間にはめ込み接続部を形成できる手段を備える、請求項１６に記載の熱い飲料
を準備する装置。
【請求項１８】
　前記はめ込み接続部を形成する手段は、前記プラグ（４４）の第１傾斜面（７４）と、
前記弁本体（４２）の第２傾斜面（７６）とを備え、前記第１傾斜面は、前記第２傾斜面
のものとは異なる傾斜を有する、請求項１７に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項１９】
　前記プラグ（４４）の移動方向に関連した前記プラグの前記第１傾斜面（７４）の傾斜
角度は、前記弁本体（４２）の第２傾斜面（７６）の傾斜角度よりも大きい、請求項１８
に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２０】
　前記第１傾斜面（７４）及び第２傾斜面（７６）は切頭円錐面である、請求項１８又は
１９に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２１】
　前記不動化手段は、前記プラグ（４４）と相互作用し、前記プラグの開放位置と閉鎖位
置のそれぞれに関連した少なくとも２つの形状に適合できる、バイメタル片（７８）を備
える、請求項１から３のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２２】
　前記バイメタル片（７８）は、前記プラグ（４４）の一部を、前記プラグの移動方向周
囲において包囲する、請求項２１に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２３】
　前記バイメタル片（７８）は、前記プラグ（４４）と、前記プラグ（４４）を収容した
弁本体（４２）との間に配置されている、請求項２１又は２２に記載の熱い飲料を準備す
る装置。
【請求項２４】
　前記バイメタル片（７８）は、前記弁本体と、前記弁本体（４２）の外側へ延びている
前記プラグ（４４）の一部（６６）との間において、前記弁本体（４２）の外側に挿入さ
れる、請求項２３に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２５】
　前記弁本体（４２）は、前記バイメタル片（７８）の１つの縁を支持する突起部（７９
）を備える、請求項２４に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２６】
　前記バイメタル片（７８）は前記弁本体（４２）内に挿入される、請求項２３に記載の
熱い飲料を準備する装置。
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【請求項２７】
　前記搬送路は、前記収液容器（１４）内に開口している搬送管（２８）によって少なく
とも部分的に画定されており、また、前記弁手段（４０）は、前記搬送管（２８）の出口
に配置されている、請求項１から２６のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２８】
　前記搬送管（２８）の少なくとも一部分は、軸（Ｘ）に沿って前記収液容器（１４）内
に延びており、また、前記弁手段（４０）は、前記軸（Ｘ）の延長部分に在る前記搬送管
（２８）の出口に配置されている、請求項２７に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項２９】
　前記プラグ（４４）は前記軸（Ｘ）に沿って移動できる、請求項２８に記載の熱い飲料
を準備する装置。
【請求項３０】
　前記弁手段（４０）は弁本体（４２）を備え、前記弁本体（４２）は、前記プラグ（４
０）を収容しており、またこのプラグ（４０）には、分注部分からの前記出口と連通する
ように配置することができる入口（４６）と、前記収液容器（１４）と連通するように配
置できる出口（４８）とを設けている、請求項２７から２９のいずれか１項に記載の熱い
飲料を準備する装置。
【請求項３１】
　前記不動化手段は前記弁本体（４２）内に位置している、請求項３０に記載の熱い飲料
を準備する装置。
【請求項３２】
　前記不動化手段の第１部分は前記プラグ（４４）に関連している、請求項３１に記載の
熱い飲料を準備する装置。
【請求項３３】
　前記不動化手段の第２部分は前記装置の固定された部分に関連している、請求項３２に
記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項３４】
　前記不動化手段の第２部分は前記弁本体（４２）に関連している、請求項３３に記載の
熱い飲料を準備する装置。
【請求項３５】
　前記不動化手段の第２部分は、前記弁本体（４２）の蓋（５４）に関連している、請求
項３４に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項３６】
　前記弁本体（４２）の前記入口（４６）は、前記搬送路（２８）と同じ軸に沿っている
、請求項３０から３５のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項３７】
　前記弁本体（４２）からの前記出口（４８）は、前記搬送弁（２８）の前記軸（Ｘ）に
対し前記入口（４６）に横方向に配置されている、請求項３６に記載の熱い飲料を準備す
る装置。
【請求項３８】
　前記搬送管（２８）は、前記弁本体（４２）の前記入口（４６）を前記収液容器（１４
）内の熱い飲料の表面に維持するために、前記収液容器（１４）内に延長部分を有する、
請求項３０から３７のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項３９】
　前記弁本体（４２）からの前記出口（４８）は、前記弁本体（４２）の前記入口（４６
）よりも低い高さに配置されている、請求項３８に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項４０】
　前記弁本体（４２）は、前記弁本体（４２）からの前記出口（４８）を画定している自
由端部を有する少なくとも１つの導管（５６）を備える、請求項３９に記載の熱い飲料を
準備する装置。
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【請求項４１】
　前記導管（５６）は、前記弁本体（４２）の底部から下方へ延びている、請求項４０に
記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項４２】
　前記導管（５６）の全長は、前記弁本体（４２）の前記入口（４６）よりも低い位置に
配置されている、請求項４１に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項４３】
　前記導管（５６）は前記弁本体（４２）に対して横方向に延びている、請求項４０に記
載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項４４】
　前記導管（５６）は、前記弁本体（４２）に移動可能な方法で取り付けられている、請
求項４０から４３のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項４５】
　前記導管（５６）は前記弁本体（４２）と一体に設けられている、請求項４０から４３
のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項４６】
　前記導管（５６）は直線形状である、請求項４０から４５のいずれか１項に記載の熱い
飲料を準備する装置。
【請求項４７】
　前記導管（５６）は、前記導管（５６）と前記弁本体（４２）の間の取り付け部分（６
０）に対して傾斜した末端部（５８）を有する、請求項４０から４６のいずれか１項に記
載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つの導管（５６）は、前記搬送管（２８）の前記軸（Ｘ）と平行する
少なくとも１つの部分（５８）を備える、請求項４０から４７のいずれか１項に記載の熱
い飲料を準備する装置。
【請求項４９】
　前記導管（５６）は、前記軸（Ｘ）の方向に対して傾斜した末端部（５８）を備える、
請求項４８に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項５０】
　前記導管（５６）の前記末端部（５８）は、前記軸（Ｘ）上で中心決めされた円周から
逸れた方向に傾斜している、請求項４９に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項５１】
　前記導管は、前記出口（４８）に配置され、前記導管（５６）の通路断面よりも小さい
通路断面を画定するノズル（８８）を備える、請求項４０から５０のいずれか１項に記載
の熱い飲料を準備する装置。
【請求項５２】
　前記弁本体（４２）は、飲料が前記ボイラ内に吸い戻されることを防止する手段を備え
る、請求項３０から５１のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項５３】
　飲料が前記ボイラ内に吸い戻されることを防止する前記手段は、逃げ口手段を備える、
請求項５２に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項５４】
　前記逃げ口手段は毛管状開口部（６２）を備える、請求項５３に記載の熱い飲料を準備
する装置。
【請求項５５】
　前記毛管状開口部（６２）は、同じ導管（５６）内の、前記収液容器（１４）内の前記
熱い飲料の高さよりも上に維持される高さに作られている、請求項４０から５１のいずれ
か１項に従属する場合の、請求項５４に記載された熱い飲料を準備する装置。
【請求項５６】
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　前記プラグ（４４）が収容されている前記弁本体（４２）は、前記搬送管（２８）に移
動可能に取り付けられている、請求項３０から５５のいずれか１項に記載の熱い飲料を準
備する装置。
【請求項５７】
　前記弁本体（４２）の弁座（５０）は、前記搬送管（２８）に取り外し可能に取り付け
られており、前記弁座（５０）にはキャップ（５４）が移動可能に取り付けられている、
請求項５６に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項５８】
　前記キャップ（５４）は、前記搬送管との差し込みピン接続部を備える、請求項５６又
は５７に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項５９】
　前記ピン差し込み接続は、前記搬送管（２８）と、前記搬送管（２８）の端部の外側を
封入するように設計された前記キャップ（５４）の環状部分（８４）との間に設けられて
いる、請求項５８に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６０】
　前記差し込みピン接続部は、通路（８７ｂ）を介して歯（８７）を受容できる溝（８７
ａ）を前記キャップ（５４）内に備え、前記歯は前記搬送管（２８）と一体に設けられて
いる、請求項５８又は５９に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６１】
　前記ピン差し込み接続は、前記弁座（５０）と前記搬送管（２８）の間に挿入された案
内部と不動化リング（８６）を備え、前記案内部と前記不動化リング（８６）は前記歯（
８７）を備える、請求項６０に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６２】
　前記プラグを不動化する手段は、前記プラグに力を直接与えて、これを閉鎖位置へ戻す
ことで停止できる形に配置されている、請求項１から６１のいずれか１項に記載の熱い飲
料を準備する装置。
【請求項６３】
　前記弁手段（４０）は弁本体（４２）を備え、前記弁本体（４２）は内部に前記プラグ
（４４）が収容されており、また前記プラグ（４４）には、前記搬送路の出口と連通する
ように配置することが可能な入口（４６）と、前記収液容器（１４）と連通するように配
置することが可能な出口（４８）とが設けられており、前記プラグ（４４）は前記弁本体
（４２）の外側へ延びる部分（６６）を備える、請求項１から６２のいずれか１項に記載
の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６４】
　前記弁本体（４２）の外側に延びている前記部分（６６）はプランジャの形状をしてい
る、請求項６３に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６５】
　前記弁本体（４２）の外側に延びている前記部分（６６）は、前記プラグ（４４）が内
部に延びている前記弁本体（４２）の開口部（６８）の寸法よりも大きい寸法を有する部
分を有する、請求項６３又は６４に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６６】
　前記弁本体（４２）の外側へ延びている前記部分（６６）は、前記弁本体（４２）の開
口部（６８）を通って前記プラグ（４４）に取り付けられている、請求項６３から６５の
いずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６７】
　前記弁本体（４２）の外側へ延びている前記部分（６６）は、前記プラグ（４４）にね
じ留めされる、請求項６６に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６８】
　前記収液容器（１４）に蝶番留めされ、前記プラグ（４４）の部分（６６）を受容する
ことができる開口部（３６）を設けた蓋（３２）を備える、請求項１から６７のいずれか
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１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項６９】
　前記開口部（３６）は、前記プラグ（４４）の、前記弁本体（４２）の外側へ延びてい
る部分（６６）を受容することができる、請求項６３から６７のいずれか１項に従属する
場合の、請求項６８に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項７０】
　前記開口部（３９）は、前記蓋（３２）の中心に位置し、前記搬送路の一部を画定して
いる搬送管（２８）と同軸である、請求項６８又は６９に記載の熱い飲料を準備する装置
。
【請求項７１】
　前記蓋（３２）は、前記蓋上の中心から外れた位置に配置された握持可能部材（３８）
を備える、請求項６８から７０のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項７２】
　前記握持可能な部材（３８）は、前記開口部（３６）と前記装置のハンドル（３４）の
間に配置されている、請求項７１に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項７３】
　前記握持可能な部材（３８）は、前記蓋（３２）の突起部（３３）に配置されている、
請求項７２に記載の熱い飲料を準備する装置。
【請求項７４】
　請求項１から７３のいずれか１項に記載の熱い飲料を準備する装置（１０）に使用でき
る、弁手段（４０）。
【請求項７５】
　ボイラ（１２）と収液容器（１４）を備えるコーヒーメーカー（１０）を使用して、少
なくとも第１液体成分を備える熱い飲料を準備する方法であって、前記方法は、
　前記コーヒーメーカーの前記ボイラ（１２）内に、規定量の前記第１液体成分を提供す
ることと、
　前記ボイラ（１２）を、周囲圧力に対して所定の過剰圧力にまで加熱し、前記周囲圧力
内では、プラグ（４４）が、前記ボイラから前記搬送路に開口している前記収液容器まで
延びた、前記第１液体成分用の搬送路に沿って配置されることと、
　前記プラグを、前記ボイラ内の全ての前記第１液体成分とスチームの搬送が完了するま
で、前記搬送路が開口する位置において不動化することと、
　の各段階を備え、
　前記プラグ（４４）は、これの移動方向に与えられた力によって、不動にされるか、又
は前記搬送路が開口された前記位置から解放される、方法。
【請求項７６】
　ボイラ（１２）と、コーヒー挽き豆用の容器（１８）と、収液容器（１４）とを備える
コーヒーメーカー（１０）を使用して、カプチーノを準備する方法であって、前記方法は
、
　前記コーヒーメーカーのボイラ（１２）内に規定量の水を提供し、前記コーヒーメーカ
ーの挽き豆用の容器（１８）内に規定量のコーヒー挽き豆を提供し、前記コーヒーメーカ
ーの前記収液容器（１４）内に規定量の牛乳を提供することと、
　前記ボイラ（１０）を、周囲圧力に対して所定の過剰圧力にまで加熱し、前記周囲圧力
内では、プラグ（４４）が、前記ボイラから前記搬送路に開口している前記収液容器（１
４）まで延びた、前記コーヒー浸出液用の搬送路に沿って配置されることと、
　前記プラグ（４４）を、前記ボイラ（１０）内の全ての前記コーヒー浸出液とスチーム
の搬送が完了するまで、前記搬送路（２８）が開口する位置において不動化することと、
　の各段階を備え、
　前記プラグ（４４）は、これの移動方向に与えられた力によって、不動にされるか、又
は前記搬送路が開口された前記位置から解放される、請求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
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　ボイラ（１２）と収液容器（１４）を備えるコーヒーメーカー（１０）を使用して牛乳
を泡立てる方法であって、前記方法は、
　前記コーヒーメーカーの前記ボイラ（１２）内に規定量の水を提供し、前記コーヒーメ
ーカーの前記収液容器（１４）内に規定量の牛乳を提供することと、
　前記ボイラを、周囲圧力に対して所定の過剰圧力に加熱し、前記周囲圧力内では、プラ
グ（４４）が、前記ボイラから前記搬送路に開口している前記収液容器まで延びた、水用
の搬送路に沿って配置されることと、
　前記プラグ（４４）を、前記ボイラ内の全ての前記水とスチームの搬送が完了するまで
、前記搬送路が開口する位置において不動化することと、
　の各段階を備え、
　前記プラグは、これの移動方向に沿って与えられた力によって、不動にされるか、又は
前記搬送路が開口された前記位置から解放される、請求項７５に記載の方法。
【請求項７８】
　ボイラ（１２）と、コーヒー挽き豆用の容器（１８）と、コーヒー浸出液の収液容器（
１４）とを備えるコーヒーメーカー（１０）を使用して、泡立て又は泡無しコーヒー浸出
液を選択的に得る方法であって、前記方法は、
　前記コーヒーメーカーのボイラ内に規定量の水を提供し、前記コーヒー挽き豆用の容器
内に規定量のコーヒー挽き豆を提供することと、
　前記ボイラから前記収液容器まで延びた水用の搬送路に沿って設置されたプラグの位置
を、前記搬送路が閉鎖する位置と開放する位置の間に設定し、前記プラグは、これの移動
方向に与えられた力によって、前記搬送管が開放する位置において不動化されることがで
きることと、
　前記プラグの設定位置に従って泡立て又は泡無しコーヒー浸出液を搬送するために、前
記ボイラを周囲圧力に対して過剰圧力に加熱することと、
　の各段階をさらに備える、請求項７５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱い飲料を準備するための装置に関する。
【０００２】
　本発明のさらなる態様によれば、本発明は、何らかのタイプの熱い飲料を準備する方法
と、熱い飲料を準備するためのこのような方法又は装置に使用するよう設計された弁手段
とに関する。
【０００３】
　本発明は、特に、従来からコーヒーメーカー又はモカとして知られている、コーヒー浸
出液を製造する装置の分野に関する。
【背景技術】
【０００４】
　従来の手段によってコーヒー浸出液を提供することを可能にするコーヒーメーカーが知
られている。また、泡状のコーヒー浸出液を提供することを可能にするコーヒーメーカー
も知られている。
【０００５】
　しかしながら、従来タイプのコーヒーメーカーは、例えば、牛乳と少量のコーヒー及び
他を混合したカプチーノのような幅広い範囲の熱い飲料を容易に得るのに適した、優れた
万能性を使用時に提供しない。
【０００６】
　これを達成するための試みは、製造と使用が困難であり、また、装置が複雑でコストが
かかることから、産業的及び商業的観点の両方から上手くいっていない。
【特許文献１】欧州特許第９３２３５５号明細書
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、上述の要求を満たすと同時に、従来技術に関連して上述した欠点を克
服できる、熱い飲料を準備する装置と弁手段を考案及び提供することである。本発明のさ
らなる目的は、コーヒーメーカー又はモカタイプの装置を使用して様々なタイプの熱い飲
料を準備する方法を考案及び提供することである。
【０００８】
　特に本発明の目的は、非常に万能であり、製造及び使用が単純な装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１に装置に記載の装置によって達成できる。従属請求項は装置の有
利な実施形態に関連している。
【００１０】
　本発明によるこの装置、弁手段、方法の上記以外の利点及び特徴は、純粋に非限定的な
例証の方法によって提供されている添付の図面に提供された実施形態に関連した、以降の
詳細な説明から明瞭になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　上述の図面を参照すると、符号１０は、熱い飲料を準備する装置の全体を示す。実行可
能な実施形態によれば、熱い飲料は、少なくとも１つの第１液体成分と、さらに、第１成
分と混合できる１つの好ましい第２液体成分とを備えていてよい。
【００１２】
　本発明が関連する装置は、コーヒーメーカー、より一般的にはモカとして知られている
分野に属するが、しかし、純粋に例証の方法でとりわけ記載することができるカプチーノ
、ラテ、泡立て及び泡無しコーヒー、泡立てホットミルクのような幅広い範囲の飲料を得
ることができるという点において、従来のコーヒーメーカーよりも万能であり、信頼性が
高い。
【００１３】
　以降で示す説明では、牛乳とコーヒー浸出液を備え、特に好ましさを追加する牛乳の泡
の存在によって特徴付けられる、カプチーノ又は熱い飲料を準備する装置の使用を特に参
照している。この場合、第１液体成分は水を備え、第２成分は液体状の牛乳を備える。以
降で例証の方法によって示すように、本発明によるこの装置は、カプチーノに限らず幅広
い範囲の熱い飲料をどのような場面でも準備できることが明白である。
【００１４】
　例証された様々な実施形態を参照すると、共通の機能的要素は同一の参照符号で示され
ている。
【００１５】
　装置１０は、飲料の第１液体成分を保持するのに適したボイラ１２を備える。カプチー
ノを得るのに適した特定の例では、第１液体成分は例えば水を備えている。ボイラ１２の
には、収液容器１４が、好ましくはねじ留めされた状態で配置されている。実行可能な実
施形態によれば、指定があれば、収液容器１４は飲料の第２成分を含むことができる。準
備している飲料がカプチーノである特定の場合、飲料の第２成分は例えば液体状の牛乳を
備える。
【００１６】
　実行可能な実施形態では、ボイラの底部よりも上の所定の高さに位置した基準マーク１
６が、ボイラ１２の内面に沿って有利に設けられている。基準マーク１６は、例えば、ボ
イラ内の第１液体成分（例えば水）の充填レベルを示す浮き彫り線であってよい。
【００１７】
　ボイラ１２はさらに、図示にはないが、ボイラの壁内に取り付けられた安全弁を備えて
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いる。
【００１８】
　符号１８は、ボイラ１２の開口部内に挿入できる容器を示す。この容器は、熱い飲料の
さらなる成分を含むように設計されている。この成分は、カプチーノを準備することが望
ましい特定の場合には、例えば、挽いた、又は粉体化したコーヒーを含む。
【００１９】
　容器１８はボール２０を備え、このボール２０は、例えばフレア部分を介してボールと
接続した管２２によって下へ延びている。ボールの基部は、例えば複数の小さな穴を設け
た円盤を備える少なくとも１つのフィルタ２４を備えている。一実施形態によれば、容器
１８はさらに、ボイラ１２の開口部の上方縁に配置するように設計された縁２６を備えて
いる。
【００２０】
　組み立てた状態にある装置１０では、容器１８がボイラ内に、管２２がボイラ内に延び
る形で挿入されている。これに加え、例えば図２に示すように、収液容器１４が、容器１
８の上で、ボイラ１２にねじ留めされている。
【００２１】
　収液容器１４内の、好ましくはこの中央に、頂部と底部にて開口した搬送管２８が現れ
ている。この搬送管は、装置の通常の使用状況において実質的に垂直方向に在る軸Ｘに沿
って延びている。
【００２２】
　搬送管２８の下方開口部はボイラ１２、特に容器１８と連通しているが、これらの間に
は、例えば、図示されていない、収液容器の基部を形成しているさらなるフィルタの媒介
物が設けられている。搬送管２８の上方開口部、即ち搬送管２８の出口は収液容器１４内
に開いている。実行可能な一実施形態によれば、搬送管の出口にはねじ切り部分が設けら
れている。
【００２３】
　実行可能な一実施形態によれば、収液容器の基部よりも上の所定の高さに位置する基準
マーク３０は、収液容器１４の内面に沿って有利に設けられている。基準マーク３０は、
例えば、収液容器内における第２成分（明記されている場合、例えば牛乳）の充填レベル
を示す浮き彫り線を備えている。
【００２４】
　例証された例では、管２２、容器１８、搬送管２８が、例えば水のような第３液体成分
のための、ボイラから収液容器までの搬送路を画定する手段を構成している。しかしなが
ら、搬送路を画定しているこの手段は異なった形で設けることも可能である。
【００２５】
　符号３２はこの装置用の、収液容器に取り付けられた蓋を示している。この蓋は、収液
容器の片側、例えばハンドル３４の側に有利に蝶番留めされている。実行可能な一実施形
態によれば、蓋３２は開口部３６を有する。この開口部は、搬送管２８よりも上に位置す
る部分に作られることが好ましく、また、蓋の中心部分に作られることがさらに好ましい
。
【００２６】
　実行可能な一実施形態によれば、蓋３２は、蓋上の中心から外れた位置に配置された握
持可能要素３８を有する。この握持可能部材３８は、例えば開口部３６とハンドル３４の
間、有利には蓋の突出部分３３内部に配置されている。
【００２７】
　装置１０は、第１液体成分のための搬送路に沿って配置された弁手段４０を有利に備え
ている。図１、図１ａは、弁手段４０の２つの実施形態の部分断面を展開斜視図にて示す
。
【００２８】
　実行可能な一実施形態によれば、弁手段は搬送管２８の出口に、好ましくは軸Ｘに沿っ
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て配置されている。
【００２９】
　実行可能な一実施形態によれば、弁手段４０は弁本体４２を備えており、この弁本体４
２には、搬送路に沿って、閉鎖位置と開放位置の間で、ボイラ内の圧力によって移動する
ことができるプラグ４４が収容される。プラグ４４は、例えば重力の方向と一致する方向
、また特にＸ軸と一致する方向へ移動することができる。こうすることで、プラグに作用
するプラグの重量によって、プラグが閉鎖位置へ移動され、この位置に保持され易くなり
、また、ボイラ内の圧力から導出された力によって、プラグが開放位置（通常使用時の装
置を考慮した場合の上方）へ強制的に押し出され易くなる。
【００３０】
　弁本体４２は室４５を画定し、この室４５の内部にはプラグ４４が収容され、さらに、
搬送路の出口と連通する位置に配置できる入口４６と、収液容器１４と連通する位置に配
置できる出口４８とが設けられている。
【００３１】
　図１に例証した例を参照すると、弁本体は、搬送管２８内に取り付けることができる弁
座５０を備えている。特に弁座５０は、室４５の横方向への限界を定める円筒形の壁と、
入口４６が設けられた端部５１とを有する。弁座５０の底部から、搬送管２８のねじ切り
部分に取り付けることができるねじ切り部分５２が下に延びている。図１の状況では、弁
手段のねじ切りは外側に設けられているため、搬送管内部にねじ込むことができる一方で
、図２、図３、図３ａの状況では、弁手段は搬送管の外側にねじ留めされる。
【００３２】
　弁本体４２はさらに、室４５を閉鎖するために弁座に取り付けられたキャップ５４を備
えている。蓋４２は弁座５０、好ましくは円筒形の壁に有利にねじ留めされている。
【００３３】
　実行可能な一実施形態によれば、弁本体４４の入口４６は、弁座５０の底部の中心に配
置されている。換言すれば、入口４６は搬送管２８と同じ経路を有する。
【００３４】
　実行可能な一実施形態によれば、弁本体４４からの出口４８は、入口に、搬送管２８の
Ｘ軸に対して横方向に配置されている。
【００３５】
　有利には、搬送管２８は収液容器１４内に延長部分を有し、この延長部分によって、弁
本体の入口４６を、収液容器内に溜まった熱い飲料の表面よりも上に維持することが可能
になる（図３ａ）。
【００３６】
　実行可能な一実施形態によれば、弁本体４４からの出口４８は、Ｘ軸に沿った、装置の
通常の使用状況に関連した入口４６よりも低い高さに位置している。弁本体４４は、弁本
体からの出口４８を画定する自由端を有する、少なくとも１本の導管５６を有利に備えて
いる。この自由端は、これ以外の導管部分よりも断面が小さく、例えばノズルの形状であ
ることが好ましい。
【００３７】
　実行可能な一実施形態によれば、導管５６は弁本体４４の底部の下に延び、開口部５７
を通って室４５と連通している。導管５６の全長は、弁本体４４の入口４６の下に有利に
配置されている。
【００３８】
　実行可能な一実施形態によれば、導管５６は直線形状である。図１は、導管が一方向に
、好ましくはＸ軸と平行に延びている実行可能な一実施形態を示している。図１ａは別の
実施形態を示しており、ここでは、導管５６は、弁本体に取り付けられた導管の部分６０
に対して傾斜した末端部５８を有利に有する。末端部５８は、搬送管２８のＸ軸の方向に
対して有利に傾斜している。さらに有利なことには、導管５６の末端部分５８は、搬送管
のＸ軸上に中心決めされた円周から外れた方向に傾斜している。
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【００３９】
　実行可能な一実施形態によれば、導管５６は、少なくとも１つの、搬送管のＸ軸と平行
した部分、例えば取り付け部分６０を備えている。
【００４０】
　導管５６は、弁本体４４に可動的な方法で有利に取り付けられている。例えば、ねじ留
め又はスナップ接続、あるいはこれ以外の手段によって取り付けられてよい。
【００４１】
　実行可能な一実施形態によれば、弁本体４４は、飲料が吸引されて搬送路に沿ってボイ
ラ内に戻ってしまうことを回避する手段を備えている。これらの手段は、逃げ口手段とし
て有利に構成されている。実行可能な一実施形態によれば、この逃げ口手段は弁手段に設
けられた毛管状開口部６２を備えている。毛管状開口部６２は、収液容器１４内の熱い飲
料より高い位置に留まるように配置されていることが好ましい。毛管状開口部が導管５６
の壁（図２ａ）内部の、弁本体の底部に近い部分に在ることがさらに好ましい。
【００４２】
　実行可能な一実施形態によれば、プラグ４４は、室４５内に収容される形状、好ましく
は円筒形をしている。有利には、弁本体のプラグ閉鎖入口４６の表面には密封部６４が配
置されている。実行可能な実施形態によれば、密封部６４は、プラグの弁座に固定されて
いるか、プラグの表面に直接固定され、弁本体の入口４６を閉鎖している。
【００４３】
　実行可能な一実施形態によれば、プラグは、開口部６８を通って弁本体の外に延び、例
えばプランジャの形態であってよい部分６６を備えている。開口部６８は、搬送管の反対
側、例えば弁本体の蓋内部に配置されている。特に、弁本体の外側に延びている部分６６
は、開口部６８の寸法よりも大きな寸法の部分を備えている。実行可能な一実施形態によ
れば、プラグの重量は、プラグを上昇させるのに十分なボイラ内の特定の圧力にて搬送路
が開口する形で調整される。プラグは、部分６６の材料及び寸法の特定によって有利に調
整される。
【００４４】
　弁本体の外側に延びた部分６６は、弁本体の開口部６８を通り、プラグ上に有利に取り
付けられる。例えば、弁本体の外側に延びた部分６６はプラグにねじ留めされている。別
の実施形態によれば、この部分６６は、スナップ取り付け又はこれ以外の取り付け手段に
よって、プラグ内に挿入されている。
【００４５】
　実行可能な一実施形態によれば、蓋３２が収液容器を閉鎖した状態の、装置１０の組み
立て形態では、蓋３２の開口部３６は、プラグの、弁本体４４の外側に延びた部分６６を
少なくとも部分的に受容することができる。換言すれば、蓋３２の開口部３６を介して、
装置外部からプラグの部分６６に少なくとも部分的に接触することが可能である。やはり
換言すれば、開口部３６の寸法は、部分６６を少なくとも部分的に受容できる寸法である
。
【００４６】
　弁手段は、搬送路を開口する位置にてプラグを不動化する手段を有利に備えている。こ
れらの手段は、例えば閉鎖位置と開放位置の間でのプラグの動作によって作動される。換
言すれば、プラグは、搬送路内における閉鎖（低下）位置から開放（上昇）位置へのプラ
グ自体の移動によって、開放位置にて不動にされる。
【００４７】
　プラグを不動化する手段を動作させる第１手段は、装置の加熱中の、特に、ボイラ内で
プラグを上昇させるのに十分な特定の圧力に達した時に生じてよい。事実、第１液体成分
が搬送路に沿って上昇することにより、プラグが初期の閉鎖位置から開放位置へと押され
、プラグを不動化する手段を作動させる。
【００４８】
　プラグを不動化する手段を始動させる第２手段は、装置の加熱前の、目的の飲料に従っ
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た装置を準備する段階の最中、又は、装置の動作手段を設定する段階の最中に実施するこ
とができる。この第２手段では、プラグを不動化する手段が始動されるまでプラグ引き部
分６６を上方へ上昇させるのは使用者であると定められている。
【００４９】
　実行可能な一実施形態によれば、プラグを不動化する手段は、特に磁力によって互いに
引き付け合うよう、磁気的に相互作用するように設計された少なくとも１対の部材７０、
７２、例えば極性が対向する１対の磁石、１つの磁石、又は強磁性材料の部材を備える。
【００５０】
　上記１対の部材の第１部材７０は、有利にはプラグ４４に取り付けられ、上記１対の部
材の第２部材７２は、例えばプラグを収容している弁本体、好ましくは弁本体の蓋のよう
な、固定された部分に取り付けられている。別の一実施形態によれば、第１部材はプラグ
自体を備えていてよく、また、第２部材は弁本体を備えていてよい。
【００５１】
　プラグを開放位置にて不動化する手段は、弁本体内に有利に配置されている。
【００５２】
　図１に示した例では、磁力によって互いに引き合うことができる少なくとも３対の部材
が設けられている。この場合、各対は、互いから約１２０°離間して配置されている。別
の一実施形態によれば、磁力によって互いに引き合うことができる少なくとも２対の部材
を設けることができる。
【００５３】
　図面に示した実施形態は、以降で説明するように、プラグを不動化する手段は、プラグ
の移動方向に沿って付加された作用により始動及び停止できる形状であることを、有利に
提供している。
【００５４】
　特に、不動化手段は、閉鎖位置から開放位置へのプラグ自体の移動によって始動される
形状をしている。以降で説明しているように、このプラグの移動、及びこの始動は、搬送
時におけるボイラ内の圧力によって、又は使用者が装置の動作モードを設定することで生
じる。
【００５５】
　これに加え、プラグを不動にする手段は、閉鎖位置へ戻るように設計されたプラグに力
を直接与えることで停止される形状になっている。この力は、有利なことに、弁本体の外
側へ延びたプラグのプランジャ部分に直接与えられる。
【００５６】
　次に、図２、図３、図３ａを参照して、本発明による装置のアイテムの動作の説明を提
供する。提示された例を参照すると、この装置は、一般にカプチーノとして知られている
熱い飲料を準備するように設計されている。これ以外の考えられる用途について、以降で
説明する。
【００５７】
　ボイラ１２内の、例えば基準マーク１６まで規定量の水を入れる。コーヒー挽き豆用の
容器１８をボイラの開口の内部に配置し、容器１８内に規定量のコーヒー挽き豆を入れる
。収液容器１４をボイラ１２にねじ留めし、収液容器１４内の、例えばレベル３０にまで
規定量の牛乳を入れる。上述した形態は、例えば図２に提示されたものであり、閉鎖状態
（又は低下位置）にある弁手段の形態、即ちプラグを見ることができる。この初期形態は
、コーヒー浸出液の搬送時に、ボイラ内の圧力条件と温度条件を上昇させることができ、
この圧力値によるコーヒー浸出液の高い搬送速度を達成できるため、カプチーノを準備す
る上で特に有利である。プラグ４４の重量と出口直径４８が装置の動作に貢献している。
【００５８】
　次に、装置を、ボイラを加熱する形で熱源の上に配置する。ボイラ内の水と空気が加熱
され、ボイラ内の圧力を上昇させる。圧力が上昇するに従い、第１液体成分（カプチーノ
を準備する場合には水）が、管２２と、カップ２０と、搬送管２８とに沿った搬送路へ上
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昇を開始する。水がコーヒー挽き豆を通過する際に、全てのコーヒー粉体が膨張し、湿潤
され、コーヒー浸出液が製造される。
【００５９】
　しかしながら、プラグ４４は、周囲圧力よりも高く、プラグを上昇させることが可能な
特定の圧力にボイラ内が達するまで、閉鎖位置、即ち低下位置に留まる。この圧力に達す
ると、プラグが上昇し、開放位置に到達する。コーヒー浸出液が搬送管２８から排出され
、室４５を通り、出口４８を介して収液容器１４内に注入される。弁手段の存在のために
、コーヒー抽出液が排出される速度は特に速くなる。
【００６０】
　プラグ４４に加えられる推力と、これによって生じるプラグの閉鎖位置から開放位置へ
の移動とにより、プラグを不動化する手段が始動する。図３に示す状況では、プラグ上に
配置された磁石が、プラグを開放又は上昇位置に保持している弁本体に配置された磁石に
引き寄せられている。このプラグの移動の様子は、プランジャ部分６６が設けられていれ
ばこれが蓋の開口部３６を少なくとも部分的に通過した後に、外側から見ることができる
。
【００６１】
　コーヒー抽出液は導管５６のノズルから排出され、収液容器内の牛乳に注がれ、これと
混合される（図３を参照）。牛乳は、コーヒー浸出液と混合されたことと、装置の材料の
熱伝導とによって加熱される。
【００６２】
　プラグを不動化することで、全ての浸出液と、ボイラ内に残っている水によって生成さ
れた蒸気とが搬送されるまで（図３ａを参照）、即ち、ボイラ内の圧力がプラグを上昇さ
せるのに十分である値よりも下に低下するまで、搬送管が開放状態に保持される。
【００６３】
　牛乳の加熱に加え、コーヒー浸出液の搬送と、特にこの後のスチームの搬送とによって
、牛乳に乱流が生じることでスチームが牛乳と密接に接触し、いわゆるカプチーノの準備
を可能にする泡が形成される。この目的のために、出口４８は、収液容器１４内の液体の
高さよりも下に位置する形で配置されている。
【００６４】
　コーヒー浸出液とスチームの搬送が完了したらカプチーノを注ぐことができ、さらに、
装置をさらなる使用のために回復することができる。このさらなる使用が、またカプチー
ノを作るものである場合には、弁手段を初期位置（図２を参照）に戻す、即ちプラグを閉
鎖位置、つまり低下位置に戻しておくことが好ましい。
【００６５】
　図３ａの装置の場合には、プラグを上昇位置に保持している磁力を抑制するべくプラン
ジャ部分６６を押すだけでよい。このプラグの位置は、蓋３２が上昇した状態と、下降し
た状態の両方において明瞭に見ることができる。
【００６６】
　カプチーノが装置内にある時間残留してボイラが冷えてしまい、ボイラ内の圧力が十分
に降下すると、収液容器内の飲料が導管５６に吸い戻され、ボイラに戻ってしまう可能性
がある。この吸い戻しを防止する手段を設けることで、飲料が搬送路に沿ってボイラへ戻
ることを防止できる。逃げ口手段と特に開口部６２が設けられている特定の場合には、ボ
イラ内の負圧が逃げ口手段及び特に開口部６２内に空気を引き入れることで、この吸い戻
しが防止される。
【００６７】
　したがって、逃げ口手段を設ければ、装置の冷却によってボイラ内に負圧が生じた場合
にも、カプチーノが収液容器から導管５６、弁手段４０、搬送管２８に沿って吸い戻され
、ボイラに到達することを防止できる。
【００６８】
　容器１８内にコーヒー挽き豆を入れなければ、本装置を、収液容器内の牛乳をボイラか



(15) JP 2008-507317 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

らの熱湯及びスチームで加熱及び／又は泡立てるために使用できる。
【００６９】
　弁手段がプラグを開放位置において不動化するように初期設定されている場合は、出来
上がる熱い飲料は、例えばラテ又はコーヒーラテタイプ、つまり泡のない飲料となる。
【００７０】
　実行可能な一実施形態によれば、本発明は、ボイラ、コーヒー挽き豆用の容器、収液容
器を備えるコーヒーメーカー又はモカを使用して、カプチーノを準備する方法に関する。
この方法は以下の段階を備えている。
【００７１】
　コーヒーメーカーのボイラ内に規定量の水を提供し、コーヒー挽き豆用の容器内に規定
量のコーヒー挽き豆を提供し、コーヒーメーカーの収液容器内に規定量の牛乳を提供する
こと。
【００７２】
　ボイラを、周囲圧力に対して過剰圧力に加熱すること。この周囲圧力内では、ボイラか
ら収液容器までのコーヒー浸出液用の搬送路に沿って配置されたプラグが、上記搬送路を
開口させる。
【００７３】
　プラグを、ボイラ内の全てのコーヒー浸出液と蒸気の搬送が完了してしまうまで、搬送
管が開口する位置において不動化すること。
【００７４】
　この場合、上記プラグは、搬送管が磁気的相互作用又は磁束、好ましくは磁引力によっ
て開放する上記の位置において不動である。
【００７５】
　実行可能な一実施形態によれば、本発明は、ボイラと収液容器を備えたコーヒーメーカ
ーを使用して牛乳を加熱し、泡立てる方法に関する。この方法は以下の段階を備えている
。
【００７６】
　コーヒーメーカーのボイラ内に規定量の水を提供し、コーヒーメーカーの収液容器内に
規定量の牛乳を提供すること。
【００７７】
　ボイラを、周囲圧力に対して過剰圧力にまで加熱し、周囲圧力内では、プラグが、搬送
路に開口している収液容器まで延びた、ボイラからの水用の搬送路に沿って配置されてい
ること。
【００７８】
　プラグを、ボイラ内の全ての水とスチームの搬送が完了してしまうまで、搬送路が開口
する位置において不動化すること。
【００７９】
　この場合、上記プラグは、搬送管が磁気的相互作用又は磁束、好ましくは磁引力によっ
て開放する上記の位置において不動である。
【００８０】
　本発明による装置はさらに、これ以外のタイプの飲料の準備にも適している。本発明は
、コーヒー浸出液又はこれ以外の類似する製品を準備するために使用でき、従来タイプの
コーヒーメーカーと同様に動作することができる。この場合、ボイラ内に規定量の水を入
れる。この水の量は、カプチーノに指定されたものとは異なっていてよい。これに加え、
容器１８内に規定量のコーヒー粉体又は他の類似した製品を入れる。容器１８をボイラ内
に配置し、収液容器をボイラにねじ留めする。次に、本装置を熱源上に配置し、ボイラ内
の水と空気の温度条件と圧力条件を上昇させる。
【００８１】
　弁手段が、プラグを装置の通常使用条件に関して閉鎖位置つまり低下位置に配置するよ
うに初期設定されている場合には、コーヒー浸出液を搬送する前に、ボイラ内で生成され
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る圧力がプラグを上昇できなければならない。プラグの重量は、コーヒー浸出液が搬送圧
力にて高速に排出されるように調整されているため、特にクリーミーで、業務用機械を使
用して準備したものと似たものができる。
【００８２】
　あるいは、弁手段を、プラグが開放位置にて即座に不動となるように設定することも可
能である。プラグの重量を無効にしていない場合には、コーヒー浸出液は、従来のコーヒ
ーメーカーの動作と同じ方法で収液容器内に流入する。
【００８３】
　弁手段に選択した初期設定によって、本装置の実行可能な全ての使用モードにて、搬送
時に圧力、温度、速度条件を制御することが可能になる。
【００８４】
　事実、本発明は、コーヒーメーカーの使用方法を参照し、ボイラ、粉体コーヒー用容器
、コーヒー浸出液を収液するための容器を備えたコーヒーメーカーの手段によって、泡立
て、泡無し両方のコーヒー浸出液を選択的に得る方法に関する。
【００８５】
　この方法は以下の段階を備えている。
【００８６】
　コーヒーメーカーのボイラ内に規定量の水を提供し、コーヒー挽き豆用の容器内に規定
量のコーヒー挽き豆を提供すること。
【００８７】
　ボイラから収液容器まで延びた水用の搬送路に沿って設置されたプラグの位置を、搬送
路が閉鎖する位置と開放する位置の間に設定すること。プラグは、磁気相互作用、又は磁
束、好ましくは磁気の引き合いによって、搬送管が開放する位置において不動化されるこ
とができる。
【００８８】
　プラグが設定されている設定位置に従って泡立て又は泡無しコーヒー浸出液を搬送する
ために、ボイラを周囲圧力に対して過剰圧力に加熱すること。
【００８９】
　この方法は、これ以外のあらゆるタイプの熱い飲料に適用できる。
【００９０】
　使用する成分、例えば粉乳、大麦コーヒー、又はこれ以外に関連した、さらなる使用が
可能である。事実、従来のモカとして、又は泡立てコーヒーを準備できるモカとしての動
作に加え、本発明は、概して少なくとも１つの第１液体成分と、第１成分と混合される１
つの好ましい第２液体成分とを備えた熱い飲料を準備する装置に関し、この装置では、ボ
イラは第１液体成分を含むように設計され、収液容器は第２成分を含むように設計されて
いる。
【００９１】
　上で説明及び提示したものの変形、及び／又はこれへの追加が可能であることが明らか
である。
【００９２】
　プラグを開放位置にて不動化する手段の実施形態に関連して、磁力によって互いに引き
付け合うことができる１対の部材を、説明及び／又は提示したものとは異なる方法で構成
することができる。特に、プラグを開放位置に保持する磁力は、プラグの移動に対してあ
らゆる方向に始動又は停止することができる。
【００９３】
　これに加え、１対の部材の一方をプラグに取り付け、前記１対の部材の他方を収液容器
の一部、例えば蓋に関連させることができる。
【００９４】
　この場合、蓋は従来のもの、即ち通し穴のないものであってよい。この蓋又はこれの一
部は、強磁性材料で構成されるか、又は強磁性部材、あるいは対向する極性を有する１対
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の磁石の部材を備えていてよい。
【００９５】
　上記１対の部材の、プラグに関連した一方を、プラグを収容している弁本体の外側に延
びた一部と有利に関連させることができる。
【００９６】
　磁気的に互いに引き合い、プラグを開放位置に保持することができる磁石又は部材を使
用する、別の実施形態を提供することもできる。特に、磁力によって互いに引き合わせら
れる部材が設けられる、部材の不動化手段に関する実施形態は、これをプラグの移動によ
って画定された方向に沿って始動／停止させる手段とは無関係である。例えば、磁力によ
って互いに引き合うことが可能な１対の部材の両方を、任意の方向に停止することができ
る。
【００９７】
　プラグ全体を、他方の部材が対向する極性を有する磁石又は強磁性部材である、磁石の
形状で構成することができる。あるいは、１対のうち他方の部材が磁石である場合には、
プラグを強磁性材料で製造することができる。
【００９８】
　実行可能な実施形態によれば、プラグを不動化する手段は、１対を形成する部材の形状
及び配置に応じて、一般に磁束の手段によって、即ち引力、あるいは反発力によって動作
することができる。
【００９９】
　図５から図９は、本発明の装置の実行可能な実施形態、特に弁手段４０を示す。
【０１００】
　実行可能な実施形態によれば、弁本体４２は室４５を形成しており、この室４５は、プ
ラグ４４を収容しており、さらに、搬送路の出口と連通して配置できる入口４６と、収液
容器１４と連通して配置できる出口４８とが設けられている。プラグは、例えば図１のと
おりに、又は先述した別の実施形態に従って構成できる。実行可能な一実施形態によれば
、プラグは、非磁気材料（例えば真鍮、プラスチック等）で構成されており、また、図１
に示すように、磁力によって互いに引き合うことが可能な１対の部材のうちの１つ以上の
部材７０を備えている。
【０１０１】
　搬送管２８に取り付けるように設計された弁座５０は、入口４６を設けた底部５１を有
する。図１の弁座と異なり、弁本体の円筒形の壁はキャップ５４によって画定されている
。ねじ切り部分５２は、本体５１から下方に延びており、搬送管２８のねじ切り部分と好
ましくは内部的に係合することができる。実行可能な一実施形態によれば、部分５２に密
封部８０が取り付けられている。
【０１０２】
　キャップ５４は、室４５の側部又は頂部壁を形成している。以降で説明するように、キ
ャップ４２は弁座５０上に有利に挿入される。実行可能な一実施形態では、密封部８２は
弁座５０とキャップ５４の間に収容されている。
【０１０３】
　実行可能な一実施形態によれば、キャップ５４は弁座５０の底部の下に、搬送管２８の
端部を外側から包囲できる環状部分８４と共に延びている。実行可能な一実施形態によれ
ば、案内部と不動化リング８６が弁座５０の下の、弁座と搬送管の間に挿入されている。
案内部と不動化リング８６は、通路８７ｂを介して、弁本体内の溝８７ａ内部、より詳細
には環状部分８４内に挿入できる、歯８７を備えている。
【０１０４】
　概括的に言えば、内部にプラグ４４が収容されている弁本体４２は、搬送管２８に移動
可能に取り付けられる。特に、弁本体４２の弁座５０は、搬送管２８に移動可能に取り付
けられ、キャップ５４は弁座５０に移動可能に取り付けられている。図１の状況では、キ
ャップは弁座にねじ留めされており、図５の状況では、キャップは搬送管２８上で弁座５



(18) JP 2008-507317 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

０によって不動化されている。換言すれば、キャップ５４は、搬送管との差し込みピン接
続部を備える。この差し込みピン接続部は、溝８７ａと歯８７の間の結合手段によって設
けられている。
【０１０５】
　差し込みピン接続部は、有利には搬送管２８と、搬送管の一端の外部を包囲することが
できるキャップ５４の環状部分８４との間に設けられている。
【０１０６】
　図示されない別の一実施形態によれば、差し込みピン接続部は、搬送パイプに歯を直接
設けることで、搬送管とキャップ又は弁本体の間に直接設けられている。
【０１０７】
　有利には、導管５６は弁本体、より詳細にはキャップ５４内に一体型に作成されている
。より詳細には、キャップ５４は、やはり導管５６を分割する縦平面に沿って半分に分割
される２つの部分に作られている。２つの半分部分は相互に対して取り付けることが可能
で、この内部に弁手段４０を形成する部材を受容することができる。実行可能な一実施形
態によれば、キャップ５４はプラスチック材料から形成され、２つの半分部分は、例えば
超音波により溶着されている。実行可能な一実施形態によれば、導管５６は、２つの半分
部分にて、又は単一の円筒形本体にて設けられたキャップ５４に溶着される。図６は事実
上、導管５６がまだ溶着されていない弁本体を示す。
【０１０８】
　実行可能な一実施形態によれば、導管５６は、室４５内、例えばキャップ５４の側壁内
に横方向に設けられた開口部５７を介してこの室４５と連通した状態で、弁本体から横方
向に延びている。開口部５７は入口４６と実質的に同じ高さに設けられることが好ましい
。有利には、導管５６を形成している壁が、好ましくは弁本体の全長を超えて延びている
弁本体の放射状の隆起部を画定する。導管５６が弁本体から横方向に延びている場合、導
管は第１湾曲部分と、例えばＸ軸と平行な第２直線部分を有する。
【０１０９】
　実行可能な一実施形態によれば、出口４８はノズル８８の形状に構成されており、この
ノズル８８は、導管５６の幅広い弁座９０内に挿入でき、好ましくは導管の下に突出して
いる。有利には、導管５６の下方壁９２は、Ｘ方向に対して、ノズル８８もＸ軸方向に対
して傾斜する形で傾斜している。
【０１１０】
　ノズル８８は、導管５６が形成する断面よりも小さい断面を有する通路を形成している
。
【０１１１】
　実行可能な一実施形態によれば、弁本体４４は、飲料が搬送路に沿ってボイラへ吸い戻
されることを防止する手段を備えている。これらの手段は、図示されない逃げ口手段によ
って提供でき、実質的に図１の実施形態に関連して説明したとおりに構成できる。あるい
は、飲料の吸い戻しを防止する手段は、導管５６が形成する断面よりも小さい通路断面を
画定するノズル８８を備えてもよく、また場合によっては、導管５６は、図５に示すよう
に弁本体に対して横方向に構成できる。吸い戻し防止手段のこの配置、また特に、ノズル
８８の通路断面により、ボイラ内の負圧がプラグを搬送路と開口部５７の閉鎖位置に戻す
前に、飲料が導管５６に沿って吸い戻されることを防止するためのヘッドの損失が生じる
。
【０１１２】
　換言すれば、プラグを不動化する手段は、ボイラ内に生じ得る負圧によって停止される
ように配置されている。
【０１１３】
　実行可能な一実施形態によれば、導管５６を形成する壁は、搬送管に嵌合する凹部９１
を有する。
【０１１４】
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　実行可能な一実施形態によれば、プラグ４４は、室４５内に受容される円筒形である。
弁本体の入口４６を閉鎖するプラグの表面には、密封部６４が有利に配置されている。実
行可能な一実施形態によれば、弁本体の外側に延びた部分６６を形成するプラグ４４のロ
ッドにさらなる密封部９４が取り付けられている。
【０１１５】
　実行可能な一実施形態によれば、磁力によって互いに引き合うことができる１対の部材
は第１部材を備え、この第１部材は、プラグ自体又は磁石（あるいはプラグに配置した強
磁性部材）と、プラグに選択した部材に応じて構成された、弁本体内に収容されたリング
９６とを備えている。
【０１１６】
　有利には、リング９６とプラグ４４は弁本体内に同心円状に配置されている。
【０１１７】
　図５から図９の弁手段の機能は、図１のものと類似する。ノズル８８が設けられている
状況では、飲料の吸い戻しは、ノズルによってヘッドが損失した結果、飲料が導管５６に
沿って上昇する前に、ボイラ内の負圧がプラグを引いて閉鎖位置へ戻すという事実により
防止される。
【０１１８】
　上述した搭載手段の取り付けでは、弁座５０が、中間密封部８０、案内部、不動化リン
グ８６と共に、搬送管２８にねじ留めされるとされている。内部にプラグを収容している
キャップ５４が弁座５０に、案内部の歯８７と不動化リング８６が通路８７ｂに挿入され
、溝８７ａに到達する形で挿入される。キャップ５４を回転させることで、通路８７ｂが
、溝８７ａ内に挿入され、キャップ５４を弁座５０及び搬送管２８に対して不動にしてい
る歯８７に関連して、中心から外れる。
【０１１９】
　弁手段を分解するには、通路８７ｂが歯８７と一直線上に並び、蓋を弁座５０から上昇
させるまで蓋を回転させるだけでよい。こうすることで、装置を形成している構成部品を
完全に洗浄することができる。
【０１２０】
　さらなる一実施形態によれば、不動化手段は、プラグと、上記プラグの開放位置にて固
定された装置の一部、例えばプラグを収容した弁本体との間に、はめ込み接続部を形成す
る手段を備える。不動化手段は、プラグを収容した弁本体の内部に有利に位置している。
【０１２１】
　例えば図１０、図１１に、実行可能な一実施形態を提示している。先述した実施形態と
共通の部材は、同一の参照符号を使用して示している。はめ込み接続を実行する手段は、
プラグの第１傾斜面７４と、例えば弁本体のための第２傾斜面７６とを備えている。第１
傾斜面は、第２傾斜面とは異なる傾斜を有する。プラグの移動方向に対するプラグの第１
傾斜面の傾斜角度は、弁本体の第２傾斜面の傾斜角度よりも大きい。
【０１２２】
　この装置の機能は先述した装置の機能と類似している。プラグが閉鎖位置から開放位置
へ移動することで、プラグと弁本体の間の可動はめ込みが上昇する。この動作は、使用者
が装置を動作する方法を設定することによって生じるか、又は、搬送時におけるボイラ内
の圧力によって生成される。
【０１２３】
　別の一実施形態によれば、プラグの一部と収液容器の一部の間に、移動可能なはめ込み
部を設けることができる。例えば、はめ込み接続を実行する手段の第１部分は、弁本体の
外の、プラグの一部内に位置していてよく、また、はめ込み接続を実行する手段の第２部
分は、収液容器の蓋内部に位置していてよい。
【０１２４】
　特に、この場合にも、不動化手段は、プラグの閉鎖位置から開放位置への移動によって
始動される形で配置される。以降で説明するように、この始動は、搬送時におけるボイラ
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内の圧力によって、又は装置の動作方法の設定時に使用者によって生じる。
【０１２５】
　さらに、プラグを閉鎖位置に戻すために十分な力をプラグに直接与えることによって、
プラグを不動化する手段を停止することができる。この力は、有利には、弁本体を越えて
延びているプラグのプランジャ部分に直接与えられる。
【０１２６】
　図面に示された実施形態は、プラグを不動化する手段が、プラグの移動方向に沿って与
えられた力によって始動及び停止される形で配置されることを、有利に示している。
【０１２７】
　さらに、この実施形態では、最初にプラグを開放位置又は閉鎖位置に設定することで、
装置の動作方法を設定することができる。
【０１２８】
　さらなる実行可能な一実施形態によれば、プラグを開放位置にて不動化する手段はバイ
メタル片７８を備えており、このバイメタル片７８は、プラグと相互作用し、プラグの開
放位置と閉鎖位置にそれぞれ関連した少なくとも２つの形状に適合できる。
【０１２９】
　バイメタル片は切頭円錐構造であることが有利である。
【０１３０】
　例えば図１２、図１３に、実行可能な一実施形態を示す。先述した実施形態に共通の部
材は同じ参照符号で示している。バイメタル片は、プラグの移動方向の周囲において、プ
ラグの一部を有利に包囲している。
【０１３１】
　実行可能な一実施形態によれば、バイメタル片は、プラグと、プラグを収容している弁
本体との間に配置されている。バイメタル片は有利には、弁本体の外側の、弁本体と、弁
本体の外側に延びたプラグの一部との間に挿入される。
【０１３２】
　図示にない別の一実施形態によれば、バイメタル片は弁本体内部に挿入される。
【０１３３】
　図１４から図１６は、バイメタル片７８を備えたさらなる実施形態を示す。弁本体４２
は、バイメタル片の１つの縁を支持する突出部７９を備えている。
【０１３４】
　装置の動作中、バイメタル片も加熱される。プラグが閉鎖位置から開放位置へ移動する
際にバイメタル片が変形し、プラグを開放位置にて不動化する。
【０１３５】
　バイメタル片が冷える際に、変形されていない形状に自動的に戻ることで、プラグが降
下することができる。バイメタル片は、プラグを閉鎖位置に戻すべくプラグに直接力を与
えることによって、プラグを不動化する手段を停止できる形で構成することができる。こ
の力は、有利には弁本体の外側へ延びているプラグのプランジャ部分に直接与えることが
できる。
【０１３６】
　バイメタル片はさらに、使用者がプラグの部分６６に加える動作によっても調整される
ように構成することが可能である。こうすることで、装置の動作モードを選択するために
、熱に関係なくプラグを開放位置にて不動化することができる。
【０１３７】
　図示された実行可能な実施形態を構成する実施形態にかかわらず、プラグを不動化する
手段を、プラグの移動方向へ発せられた作用によって始動及び停止できる形に有利に配置
することが可能である。換言すれば、プラグは、プラグの動作方向に沿って与えられた力
によって搬送管が開放する位置にて不動にされるか、又はこの位置から開放される。
【０１３８】
　これに加え、また実施形態に関係なく、プラグを不動化する手段を、プラグを閉鎖位置
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に戻すのに十分な力をプラグに直接付加することによって停止される形に配置することが
できる。
【０１３９】
　始動又は停止の方向に無関係な概括的な態様によれば、飲料の成分、特に牛乳への不純
物の混合を防止するために、プラグを開放位置にて不動化する手段は、実質的に弁本体内
部に有利に配置されている。特に、上記不動化手段の第１部分はプラグと関連し、上記不
動化手段の第２部分は、例えば弁本体に、又は好ましくは上記弁本体のキャップに、ある
いは装置自体に固定された部分に関連している。
【０１４０】
　概括的に言えば、プラグを開放位置にて不動化する手段は、コーヒーメーカーの蓋によ
って始動及び／又は停止されることができ、これは蓋が閉まっている場合でも有効である
。
【０１４１】
　概括的に言えば、本発明は、ボイラ、コーヒー挽き豆用の容器、収液容器を備えたコー
ヒーメーカー又はモカを使用してカプチーノを作成する方法に関する。この方法は以下の
段階を備える。
【０１４２】
　コーヒーメーカーのボイラ内に規定量の水を提供し、コーヒー挽き豆用の容器内に規定
量のコーヒー挽き豆を提供し、コーヒーメーカーの収液容器内に規定量の牛乳を提供する
こと。
【０１４３】
　ボイラを、周囲圧力に対して所定の過剰圧力に加熱すること。この周囲圧力内では、ボ
イラから収液容器までのコーヒー浸出液用の搬送路に沿って配置されたプラグが、上記搬
送路を開口させる。
【０１４４】
　プラグを、ボイラ内の全てのコーヒー浸出液とスチームの搬送が完了してしまうまで、
搬送管が開口する位置において不動化すること。
【０１４５】
　ここで上記プラグは、プラグの移動方向に与えられた力によって搬送管が開放されてい
る上記位置に不動化されるか、又はこの位置から開放される。
【０１４６】
　概括的に言えば、本発明はさらに、ボイラ及び収液容器を備えたコーヒーメーカーを使
用して牛乳を泡立てる方法に関してよく、この方法は以下の段階を備える。
【０１４７】
　コーヒーメーカーのボイラ内に所定量の水を提供し、コーヒーメーカーの収液容器内に
規定量の牛乳を提供すること。
【０１４８】
　ボイラを、周囲圧力に対して所定の過剰圧力に加熱すること。この周囲圧力内では、ボ
イラから収液容器までの水用の搬送路に沿って配置されたプラグが、上記搬送路を開口さ
せる段階。
【０１４９】
　プラグを、ボイラ内の全ての水とスチームの搬送が完了してしまうまで、搬送管が開口
する位置において不動化すること。
【０１５０】
　上記プラグは、プラグの移動方向に沿って発せられた動作によって搬送管が開放されて
いる上記位置に不動化されるか、又はこの位置から開放される。
【０１５１】
　実行可能な一実施形態によれば、本発明はさらに、ボイラ、コーヒー粉体用の容器、コ
ーヒー浸出液用の収液容器を備えたコーヒーメーカーによって、泡立て又は泡なしコーヒ
ー浸出液を選択的に得る方法に関する。
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【０１５２】
　この方法は以下の段階を備える。
【０１５３】
　コーヒーメーカーのボイラ内に規定量の水を提供し、コーヒー挽き豆用の容器内に規定
量のコーヒー挽き豆を提供すること。
【０１５４】
　ボイラから収液容器まで延びている水用の搬送路に沿って配置されたプラグの位置を、
搬送路が開放した位置とこれが閉鎖した位置との間で設定すること。この場合、プラグの
移動方向に与えられた力の手段によって、プラグを搬送管の開放位置にて不動化するか、
又はこの位置から解放することができる。
【０１５５】
　プラグの設定位置に従って泡立て又は泡無しコーヒー浸出液を搬送するために、ボイラ
を周囲圧力に対して所定の過剰圧力に加熱すること。
【０１５６】
　説明した任意の実施形態を参照することで、さらなる応用が可能である。
【０１５７】
　例えば、弁本体を別の形で搬送管に取り付けることができる。スナップ又は相互ロック
、あるいはこれ以外の形態の不動化手段を設けることもできる。
【０１５８】
　さらに、弁手段は、例えば、搬送管上へのプラグの取り付けに関連して、参照により本
明細書に組み込まれる欧州特許第９３２３５５号明細書に示されているように、搬送管上
に浮遊する形で取り付けられたプラグのみを備えていてよい。この場合、磁力によって相
互に引き合う／反発し合うことができる１対の部材を、プラグと装置の蓋又は搬送管との
間に設けることができる。
【０１５９】
　実行可能な一実施形態によれば、蓋３２の開口部３６に閉鎖部を設けることができ、こ
の閉鎖部は、例えば可撓性及び／又は透明であり、また、これを通してプラグの部分６６
に作用を及ぼすことができるが、しかし液体の漏出を確実に防止する。好ましくは開口部
３６の寸法のために、プラグ又はこれの部分６６を分解せずに装置の蓋を開放することが
できる。
【０１６０】
　この蓋は、場合によっては、開口部を設けておらず、弁手段が移動するための空間が容
器内に設けられている従来タイプのものであってよい。
【０１６１】
　弁手段からの出口４８を設けるために導管５６が設けられている全ての実施形態におい
て、この導管は、弁本体と一体に製造されるか、又は、弁本体に様々な形状にて取り付け
られることが可能である。さらに、図１０から図１６の実施形態では、導管５６を、図１
ａで指定したとおりに構成することができる。
【０１６２】
　吸い戻しを防止する手段は、図示された以外の実施形態を有利に有することができる。
例えば、弁本体又はこれの蓋に毛管状開口部を設けた逃げ口手段を、導管５６内の代わり
に提供してもよい。これに加え、あらゆるタイプの弁手段に逃げ口手段を、例えば、搬送
管内に浮遊的に取り付けたプラグや、先述したものとは別のプラグ不動化手段と共に、使
用することができる。
【０１６３】
　使用する装置は、外部熱源上に配置するのに適したものか、又は、スイッチかベースプ
レートの手段により始動できる電気抵抗性を備えたものであってよい。
【０１６４】
　一実施形態によれば、本発明は、例えば少なくとも１つの第１液体成分と、この第１成
分と混合できる好ましくは１つの第２液体成分とを備えた、熱い飲料を準備する装置のた
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めの弁手段に関する。
【０１６５】
　特に、弁手段は、装置の搬送路に沿って配置することができ、また、ボイラ内の圧力に
従って搬送路を閉鎖する位置と開放する位置の間で移動できるプラグと、プラグを開放位
置にて不動化する手段とを備えている。有利には、プラグを不動化する手段は、磁力によ
って互いに引き付けあう／拒絶し合うことが可能な少なくとも１対の部材を備えている。
さらなる実施形態によれば、プラグを不動化する手段は、プラグの移動方向に沿って与え
られた力によって始動及び停止できるように配置されている。
【０１６６】
　上述の説明から、本発明による装置又は弁手段を設けることで、より万能性に優れた使
用と、特に満足のゆく飲料とを得ることが可能になることが理解されるであろう。
【０１６７】
　弁手段が存在していることで、これを始動させると、搬送時に温度条件と圧力条件を上
昇させ、搬送速度を増加させることができる。さらに、動作中にプラグを開放位置にて不
動化することで、ボイラ内の全てのスチームの搬送を利用できるようになるため、十分な
乱流を生じさせることができ、飲料、特に牛乳ベースの飲料の泡立てが可能になる。
【０１６８】
　製造及び動作が容易であるため、プラグを開放位置にて不動化する手段を、動作中のプ
ラグの移動によって自動的に、あるいは、コーヒーメーカーの動作モードを最初に設定す
るために直接使用者が始動させることができる、非常に万能なコーヒーメーカーを提供で
きるようになる。
【０１６９】
　よく知られているように、牛乳のような液体と共に使用するために堆積物やこびりつき
の問題が生じることを考慮して、弁手段の全ての構成要素は分解及び洗浄できるようにな
っている。
【０１７０】
　動作をプラグの移動方向に有利に提供することで、構造を相当に単純化し、動作を直観
的にすることが可能になる。プラグの位置を見ることができ、弁手段の初期条件、さらに
これにより所望の動作タイプを設定することができるという事実は、特に有利である。
【０１７１】
　説明した実施形態では、磁気部材（又は磁力を発することができる部材）を設けること
が、信頼性が高く、迅速な始動及び停止が可能であり、どのような残留物によっても妨害
されない点に関して特に有利である。
【０１７２】
　収液容器を空にすることが遅れた場合でも、飲料が望ましくないことにボイラ内へ吸い
戻されることを、防止することが可能である。実際、ボイラが冷却されたことで内部の圧
力が降下すると、搬送路に沿った飲料の吸い戻しが起こる可能性がある。この吸い戻しは
、牛乳ベースの飲料の場合、搬送路沿い及びボイラ内に除去が困難な残留物やこびりつき
が生じてしまうため、特に望ましくない。
【０１７３】
　無論、本発明の原理を変えずに、実施形態の形状及び構造の詳細を、単純に例証の方法
によるため本発明の範囲から逸脱することのない、説明及び図示された実施形態に関連し
て幅広く変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】本発明による熱い飲料を準備する装置への使用に適した弁手段の、部分断面にお
ける斜視展開図を示す。
【図１ａ】図１の実施形態の実行可能な応用を示す。
【図２】異なる動作条件下にある熱い飲料を製造する装置の縦断面図を示す。
【図２ａ】図２の拡大詳細図を示す。
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【図３】異なる動作条件下にある熱い飲料を製造する装置の縦断面図を示す。
【図３ａ】異なる動作条件下にある熱い飲料を製造する装置の縦断面図を示す。
【図４】実行可能な一実施形態による熱い飲料を製造する装置の斜視図を示す。
【図５】熱い飲料を準備する装置への使用に適した弁手段の実行可能な一実施形態の展開
図を示す。
【図６】図５の弁手段におけるいくつかの詳細部の断面図を示す。
【図７】図５の弁手段の実行可能な一実施形態の側面図を示す。
【図８】図５の弁手段の実行可能な一実施形態の斜視図を示す。
【図９】図７、図８による弁手段を設けた本発明による装置の一部の概略的な斜視図を示
す。
【図１０】熱い飲料を準備する装置への使用に適した弁手段の実行可能な一実施形態の断
面図を示す。
【図１１】熱い飲料を準備する装置への使用に適した弁手段の実行可能な一実施形態の断
面図を示す。
【図１２】熱い飲料を準備する装置への使用に適した弁手段の実行可能な一実施形態の断
面図を示す。
【図１３】熱い飲料を準備する装置への使用に適した弁手段の実行可能な一実施形態の断
面図を示す。
【図１４】熱い飲料を準備する装置への使用に適した弁手段の実行可能な一実施形態の側
面図を示す。
【図１５】別の動作条件における図１４の弁手段の側面図を示す。
【図１６】図１４の弁手段の部分断面的な展開図を示す。

【図１】 【図１ａ】
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【図３】 【図３ａ】
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【図６】 【図７】
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【図１１】

【図１２】
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